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事後評価報告書 

 

1.基本情報 

（1）実行団体名  特定非営利活動法人いわて連携復興センター 

（2）実行団体事業名 岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業 

（3）資金分配団体名 認定特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 

（4）資金分配団体事業名 中核的災害支援ネットワーク構築プログラム 

（5）事業の種類  災害支援事業 

（6）実施期間  2020年 5月 7日～2023年 3月 31日 

（7）対象地域  岩手県内 

 

2.事業概要 

平成 23年の東日本大震災後、岩手県では平成 26 年の台風 10 号被害、令和元年の台風 19号被害と大規模自然災害がその後多発している。東日本大震

災、台風 10号被害においては、全国からの支援があったが、台風 19号においては、他県においても甚大な被害があったことから、県内のリソースのみで

対応しなければならなかった。外部支援の期待は不透明であり、岩手県内の支援に係る連携体制の構築や諸課題の解決は急務である。 

岩手県内において、県域及び市町村域による行政・NPO・社会福祉協議会の 3者連携が確立されるとともに、支援現場において専門的な知識をもつ人材

と、実際に活動するボランティア組織が増え、自然災害時の支援のモレやムラ、そして支援災害弱者が生まれない地域になっていることを目指し、下記 4

つの取り組みを行う。 

（１）県域における 3者（岩手県・岩手県社会福祉協議会・INDS）連携の確立 

（２）市町村域における 3者（市町村行政・市町村社会福祉協議会・地域の NPO）連携の創出 

（３）支援現場において専門的な知識をもつ人材の創出 

（４）自然災害時のボランティアフェーズにおける実際に活動する層の創出 

事業終了後の出口戦略として、休眠預金活用事業３年間でコアスタッフ 2名が防災に係る専門的な知識を身に着けることで、事業終了後も防災に資するセ
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ミナーを開催でき、自然災害時には外部支援や防災ボランティアをコーディネーションできるようになる。併せて、有事の際に被災者支援が効果的に行わ

れるよう NPO 等へ災害防災活動の普及啓発と参画機会を増やし、市町村域の連携促進を進めることができるようになる。 

 

3.事後評価実施概要 

（1）実施概要 

①どんな変化をこの事業の重要なポイントとして設定し評価を実施したのか 

・県域の 3 者において、平時から顔の見える関係ができ、互いの活動を認識できるようになる。 

・防災や災害時の取組について共通理解を持てるようになる。 

②どんな調査で測定したのか 

・関係者（INDS 共同代表、アドバイザー、岩手県、岩手県社協、事業実施者）へ事後評価インタビューとして、紙面によるヒアリングと追加ヒアリング

をおこなった。 

③調査結果をどのように深掘りし価値判断をしたのか 

・事業計画書内で設定したアウトプットとの照合。 

 

（2）実施体制（内部/外部、評価担当役割、氏名、団体・役職） 

＞内部 

・寺井良夫（いわて NPO 災害支援ネットワーク 代表理事） 

・葛巻徹（いわて NPO 災害支援ネットワーク 代表理事） 

・千葉菜津樹（いわて NPO 災害支援ネットワーク スタッフ） 

・瀬川加織（いわて NPO 災害支援ネットワーク スタッフ） 

＞外部 

・令和 2・3 年度外部アドバイザー 大向昌彦（特定非営利活動法人やませデザイン会議 ※当時／防災士） 

・令和 4 年度外部アドバイザー 肥田浩（一般社団法人 OPEN JAPAN 副代表） 

＞評価担当 

・内部：インタビュー実施 大吹哲也（いわて NPO 災害支援ネットワーク事務局／いわて連携復興センター事務局⾧） 
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・外部：インタビュー項目の作成・評価アドバイス 岩崎努（株式会社ノット代表／認定ファンドレイザー） 

 

4.事業の実績 

4-1 インプット（主要なものを記載） 

（1）人材（主に活動していたメンバーの人数や役割など） 

内部：合計３人（担当者２人､県域調整 1 人） 

外部：合計１人（アドバイザー１人） 

（2）資機材（主要なもの） 

WEB 会議資材 

（3）経費実績 助成金の合計（円） 

①契約当初の計画金額 

14,649,150 円 

②実際に投入した金額 

13,976,797 円 

（4）自己資金（円） 

①契約当初の自己資金の計画金額 

622,000 円 

②実際に投入した自己資金の金額と種類 

622,000 円、種類：当法人の財産 

③資金調達で工夫した点 

自主財源と併せて、休眠預金事業の 3 年間で得たコアメンバーの知見を、今度は INDS が講師側となって発信することにより、休眠預金事業終了後も

講師謝金などで活動財源を得ながら、岩手県域の 3 者連携促進を進めていくことができる。 

 

4-2 活動とアウトプットの実績 

（1）主な活動 
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1）県域における 3 者（岩手県・岩手県社会福祉協議会・いわて NPO 災害支援ネットワーク）連携の確立 

1-1．協定締結（指針修正）に向けた追加の作業とコミュニケーション(コロナ事業） 

1-2．協働協定締結に向けた協議・締結 

2． 協働協定運用マニュアルの策定 

3-1．協定締結後の 3 者協議(ブラッシュアップ等） 

3-2．具体的な運用を見据えた県主催の防災訓練への参加（オブザーブから本参加へ） 

3-3．県・県社協とセミナーの協働実施 

2）市町村域における 3 者（市町村行政・市町村社会福祉協議会・地域の NPO）連携の創出 

1-1．市町村域の 3 者連携の可視化 

1-2．3 者連携構築に資するセミナーの実施（年 1 回） 

2． 可視化したものを県内の市町村に展開 

3． 貸し出し用 WEB 会議資材の導入 

4． WEB 会議機材、WEB 会議のノウハウなどを含めた、三者連携・防災のテーマにした研修の実施 3 回 

3）支援現場において専門的な知識をもつ人材の創出 

1-1．コアメンバー防災士資格取得 

1-2．コアメンバーが各種防災セミナー参加し支援ノウハウ取得 

1-3．コアメンバーによる防災セミナーの実施 

2． 各種防災セミナーの開催（年 2 回） 

3． INDS の HP の開設、運用 

4． INDS ボランティアのコミュニティツール（SNS）の検討、運用 

4）自然災害時のボランティアフェーズにおける実際に活動する層の創出 

1． INDS 加盟へ向けた折衝 

2． 防災ボランティア増加に資するセミナーの開催（年 1 回） 

3． 災害時に活動するボランティアのネットワーク創り 

4． コロナ禍を意識したボランティア育成研修と災害ボランティアの必要性についての周知（屋外での開催等）1 回 

5． 外部発信事業の検討、運用（ぼうさい国体、県内イベント等で発信）発信事業 1 回（INDS についての発信） 
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（2）アウトプットの実績 

①アウトプット ②指標 ③初期値/初期状態 ④目標値／目標状

態 

⑤ 目 標 達

成時期 

⑥実績値 

岩手県・岩手県社会福祉協

議会・いわて NPO 災害支援

ネットワーク、3 者による協

働協定の締結（１－１） 

協働協定締結まで

の検討内容（定性

的） 

協定案をもとにした締結に

向けた 3 者による協議が行

うことができている。 

協働協定締結 2 年 協働協定締結には至らなかったが、

岩手県防災ボランティア活動推進

指 針 に岩 手 中 間支 援組織 と し て

INDS を明記。 

協働協定運用マニュアルの

完成（１－２） 

運用マニュアル完

成までの検討回数

と内容（定量的・定

性的） 

ゼロベース 運用マニュアルの

完成 

2 年 協働協定締結がされていないため

運用マニュアルは未作成。岩手県防

災ボランティア活動推進指針の概

要版を 3 者共同で作成。 

協定締結後のブラッシュア

ップ・運用を想定した継続

的な 3 者協議（１－３） 

３者による協議、

合同訓練や、県・県

社協とセミナーの

協働実施回数と内

容、防災ボランテ

ィアネットワーク

の運営委託（定量

的・定性的） 

3 者による協議やセミナー

の参加ができている。合同

訓練はオブザーブ参加。ボ

ランティアネットワークの

事務局は打診段階 

具体的な運用を想

定した 3 者協議が

定期的に追われて

いる。合同訓練は

本参加。ボランテ

ィアネットワーク

の事務局受託 

3 年 合同会議を年 1 回実施。担当者同士

の意見交換の場として毎月 1 回の

「岩手わんこ mtg」を実施。県総合

防災訓練はオブザーブ参加から本

参加となった。 

市町村域の 3 者連携が、ど

のような形で構築されてい

るか可視化（２－１） 

可視化できた市町

村数とその内容、

三者連携促進セミ

ナーの開催数（定

量的・定性的） 

可視化できそうな市町村の

候補がある 

県内 6 市町村の協

働事例の可視化。 

2 年 3 者連携セミナーは年 1 回ずつ 3 年

に渡り実施。6 市町村の協働事例を

可視化済み。 
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可視化したものを可視化し

た市町村以外の市町村に展

開（２－２） 

展開した市町村数

と状態（定性的・定

量的） 

ゼロベース 県・県社協等とも

協議をし、可能な

範囲で展開してい

く。 

3 年 必要に応じ部分的に他の市町村へ

事例として展開。 

貸し出し用 WEB 会議資材

の導入（２－３） 

WEB 会議資材の

導入状況（定量的） 

ゼロベース WEB 会議資材が

導入されている。 

2 年 WEB 会議資材（WEB カメラ、スピ

ーカー、プロジェクター等）を導入

済み。 

WEB 会議機材、WEB 会議

のノウハウなどを含めた、

三者連携・防災のテーマに

した研修の実施（２－４） 

研修内容と参加者

数（定量的・定性

的） 

ゼロベース WEB 会議機材、

WEB 会議のノウ

ハ ウ な ど を 含 め

た、三者連携・防災

のテーマにした研

修 が 行 わ れ て い

る。 

2 年 Zoom の使い方、情報共有会議の説

明、模擬情報共有会議にてファシリ

テーションや記録体験。全 2 回、の

べ 51 名参加。 

コアスタッフ 2 名の資格及

び各種ノウハウの取得（３

－１） 

防災士資格取得、

各種防災セミナー

参加等による支援

ノウハウ取得、コ

アメンバーによる

防災セミナーの開

催、自然災害時に

おける外部支援や

防災ボランティア

のコーディネーシ

ョンの実施。（定性

的） 

コアスタッフ２名の人選が

済んだところ 

防災に係る講座が

開けるほどの知識

の 習 得 と 講 座 開

催。自然災害時に

おける外部支援や

防災ボランティア

のコーディネーシ

ョンが行える。 

3 年 コアスタッフ 2 名が防災士取得。市

町村社協からの依頼で講師として

研修に登壇。災害時のコーディネー

ションも実施。 
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自然災害時における専門的

な 知識 を持つ 人材の創出

（３－２） 

INDS が認定する

研修参加者への認

定書発行数（定量

的） 

ゼロベース 自然災害時におけ

る専門的な知識を

持つ人材を 20 名創

出。 

3 年 研修を通じて専門的な知識を持つ

人材を 23 名創出。 

ＩＮＤＳのＨＰを新設し、

コロナ対応の情報発信やア

ーカイブ化（３－３） 

ホームページの開

設と運用状況（定

量的・定性的） 

ゼロベース INDS のホームペ

ージが開設され各

種情報が発信され

ている。 

2 年 ホームページ開設済み。活動状況等

について随時更新。 

INDS ボランティアのコミ

ュニティツール（SNS）の検

討、運用（３－４） 

INDS ボランティ

アコミュニティツ

ールの設置検討と

運用状況（定量的・

定性的） 

ゼロベース INDS ボランティ

アコミュニティツ

ールが設され、運

用されている。 

2 年 公式 LINE アカウントを作成し運

用。登録ボランティアとのやり取り

に使用。 

INDS 加盟団体の増加（４－

１） 

INDS 加盟団体増

加数、（定量的） 

ゼロベース INDS 連携協力団

体 20 団体増加 

3 年 INDS の連携協力団体 56 団体増加。 

防災ボランティア増加に資

するセミナーの開催（４－

２） 

講座内容（定性的） ゼロベース セミナー開催に資

するまでの内容の

クオリティ 

3 年 災害ボランティアの内容や心得、水

害時の床下対応講習を、床下キッド

を用いた研修を実施。 

災害時に活動するボランテ

ィ アの ネット ワーキング

（４－３） 

ネットワーク参加

人数（定量的） 

ゼロベース 登録人数 80 名 3 年 災害時に活動するボランティアの

ネットワーク参加人数 85 名。 

 

4-3 外部との連携の実績 

・岩手わんこ MTG  

頻度：1 回/月 
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参加機関：岩手県（地域福祉課、防災課、復興くらし再建課、若者女性協働推進室）、岩手県社会福祉協議会、INDS 

・岩手県防災ボランティア支援ネットワーク連絡会議 

頻度：会議 1-2 回/年，研修会 1-2 回/年 

参加機関：岩手県（地域福祉課、防災課、復興くらし再建課、若者女性協働推進室）、岩手県社会福祉協議会、岩手大学、日本赤十字社、代表市町村社協、

INDS 等） 

・東北わいわい防災協議会  

頻度：1 回/月 

参加機関：東北域で復興や防災支援活動に取り組む団体、個人等。 

・岩手県総合防災訓練  

頻度：1 回/年（7-10 月実施） 

参加機関：発災時の初動対応にあたる公的機関や支援団体。岩手県と災害協定締結企業など。 

・東北青年フォーラム  

頻度：1 回/年 

参加機関：東北地域の青年会議所、連携する企業・団体等。 

・10 広域研修（市町村域ネットワーク連絡会議・災害ボランティアセンター設置・運営に係る研修訓練）  

頻度：2 種×10 地域/年 

参加機関：開催地に市町村行政、社協、企業、支援団体、相互応援協定締結社協など。 

・ぼうさい国体  

頻度：1 回/年 

 

この他、個別訪問や研修、災害活動の現場、各種研修等に参加、もしくは協働で開催することで、繋がり、お互いの組織やセクターを理解することができ

た。特に、関係構築と円滑な連携が図れるように、「相互理解」「情報共有」「協働実績の積み重ね」を意識した。インフォーマルなコミュニケーションを含

め、定期的に情報交換ができる場を設置・継続させながら、それぞれの組織やセクターの役割、得意としていること・できないこと等を理解できるよう、

対話の機会を意識的に多く設けた。また、互いの研修会開催を協働するなど、小さくても協働の実践を積み重ねることで、話し合うプロセスと成功体験が

得られるよう工夫した。 

コロナ禍の影響が強い時期は、コミュニケーションツールが、オンラインやメールが中心になることが多くなるので、事前資料の準備やメモの共有など、
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直接コミュニケーションよりも詳しいものを準備するように心掛け、認識のずれが起きないように工夫した。 

 

5.アウトカムの分析 

5-1 アウトカムの達成度 

（1）短期アウトカムの計画と実績 

①短期アウトカム ②指標 ③初期値/

初期状態 

④目標値／目標

状態 

⑤ 目 標 達

成時期 

⑥実績値 ⑦事前評価時

の短期アウト

カム 

県域における 3 者

（岩手県・岩手県

社会福祉協議会・

いわて NPO 災害

支 援 ネ ッ ト ワ ー

ク ） 連 携 の 確 立

（１） 

岩手県・岩手県社会福祉協

議会・いわて NPO 災害支援

ネットワークの 3 者による

協働協定の締結と運用マニ

ュアルの完成 

締 結 に 向

け 3 者に

よ る 協 議

が 行 わ れ

ている 

協働協定締結 3 年 協働協定締結には至らなかったが、岩手

県防災ボランティア活動推進指針に岩手

中間支援組織として INDS を明記。協働

協定締結がされていないため運用マニュ

アルは未作成。岩手県防災ボランティア

活動推進指針の概要版を 3 者共同で作

成。合同会議を年 1 回実施。担当者同士

の意見交換の場として毎月 1 回の「岩手

わんこ mtg」を実施。県総合防災訓練は

オブザーブ参加から本参加となった。 

  

市町村域における

3 者（市町村行政・

市町村社会福祉協

議 会 ・ 地 域 の

NPO）連携の創出

（２） 

市町村域の 3 者連携が、ど

のような形で構築されてい

るか可視化と展開。 

市 町 村 域

の 3 者連

携 が 構 築

さ れ て い

る 地 域 の

想定 

6 市町村の可視

化、可能な範囲

での展開 

3 年 3 者連携セミナーは年 1 回ずつ 3 年に渡

り実施。6 市町村の協働事例を可視化済

み。必要に応じ部分的に他の市町村へ事

例として展開。WEB 会議資材（WEB カ

メラ、スピーカー、プロジェクター等）

を導入済み。Zoom の使い方、情報共有

会議の説明、模擬情報共有会議にてファ
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シリテーションや記録体験。全 2 回、の

べ 51 名参加。 

支援現場において

専門的な知識をも

つ人材の創・基盤

づくり（３） 

コアスタッフ 2 名が防災に

係る専門的な知識を身に着

け防災に資するセミナーを

開催でき、自然災害時には

外部支援や防災ボランティ

アをコーディネーションで

きる。その他自然災害時に

おける専門的な知識を持つ

人材の創出。 

増 加 数 0

名 

コアスタッフ 2

名が防災に係る

専門的な知識を

身に着け防災に

資するセミナー

を開催でき、自

然災害時には外

部支援や防災ボ

ランティアをコ

ーディネーショ

ンできる。自然

災害時における

専門的な知識を

持つ人材を 20

名創出。 

3 年 コアスタッフ 2 名が防災士取得。市町村

社協からの依頼で講師として研修に登

壇。災害時のコーディネーションも実施。

研修を通じて専門的な知識を持つ人材を

23 名創出。ホームページ開設済み。活動

状況等について随時更新。公式 LINE ア

カウントを作成し運用。登録ボランティ

アとのやり取りに使用。 
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自然災害時のボラ

ンティアフェーズ

における実際に活

動 す る 層 の 創 出

（４） 

INDS 加盟団体の増加数、防

災ボランティア増加に資す

るセミナーの開催 

増 加 数 0

団体 

INDS 連携協力

団体 20 団体増

加 

3 年 INDS の連携協力団体 56 団体増加。災害

ボランティアの内容や心得、水害時の床

下対応講習を、床下キッドを用いた研修

を実施。災害時に活動するボランティア

のネットワーク参加人数 85 名。 

INDS 連携協

力団体20 団体

増加 

 

（2）アウトカム達成度についての評価 

岩手県と岩手県社会福祉協議会との協働協定の締結には至らなかったが、県が中間支援組織の必要性を認めていないということではなく、岩手県防災ボラ

ンティア活動推進指針に岩手中間支援組織として INDS を明記しているため協定締結と同等であるという現状の県の判断によるものであるため、目的とし

ては達成しているとみなしている。岩手県総合防災訓練の本参加や 3 者による合同会議の開催、毎月の意見交換の場としての岩手わんこミーティングの実

施、また各種研修の共同開催がこれを裏付けている。各種研修の開催や講師としてコアスタッフの登壇の場が増えたことにより、INDS への協力を求めら

れる団体や個人とのつながりが相当数増えている。同時に岩手県内での知名度が格段に上がり、中間支援組織の役割も徐々に浸透しつつある。県域での 3

者の連携体制が確立したことにより、市町村の 3 者連携についても推進する動きが活発化している。よって当初設定したアウトカムについては達成したと

の認識である。 

 

5-2 波及効果（想定外、波及的・副次的効果） 

・当初の予定にはなかった企業プロボノは想定外の効果であった。外部からの目線で不足している情報やわかりやすさなどを教示いただいたことは効果が

大きかった。作成いただいた資料はアップデートをしつつ、今後も活用していきたい。 

・岩手県内での活動をしていく中で、隣県や近県での災害や防災に関わる方々との関わりを持つことができた。平時から情報共有ができる関係性を作るこ

とができ、毎月 1 回の情報交換の場を継続して持てている。災害時においても速やかな連携が期待できる。 

 

5-3 事業の効率性 

・県・県社協・INDS が互いの役割分担の認識が合っておらず、関係構築のリスタートから事業開始となった。初年度はコロナ禍で行動制限がある中でも、

オンラインの導入や感染症対策、時期を見ながら積極的にコミュニケーションを取る機会を増やしたことにより、事業 3 年目には、行政、社協、INDS そ

れぞれが互いの得意分野を生かした各種研修等を協働で実施する機会が増え、事業をより効果的・効率的に進めることができた。 

・休眠預金活用事業開始早々に、関係者を集め支援方針や取組みについて情報共有していたことにより（合同会議）、特に県社協からは市町村社協や市町
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村行政と交流する機会を繋いでいただくなどの協力があったことも本事業の効率性を高められた要因であると思われる。 

 

6.成功要因・課題 

■休眠預金活用事業 3 年間事業で「県域の 3 者連携の岩手モデル」として、下記が見出された。 

①公的文章（指針など）に災害中間支援組織（INDS）を位置付ける。 

・社会的信頼性の担保になり、庁内外（県内外）でも活動しやすくなる。 

・担当者変更によるこれまでの議論や認識のズレが軽減できる。 

②研修や訓練などを協働で実施し、小さくても協働の成功体験を積み重ねる。 

・相互理解、情報交換、「協働」の成功体験 

・社会的課題に効果的・効率的に取り組むことができる。 

③関係機関と定期的（毎月）な情報交換の場（岩手わんこ mtg） 

・信頼関係の構築、相互理解、意欲の向上、新たな視点の発見、情報交換。 

・それぞれの弱点を補い合い、それぞれの強みを活かし合うことができる。 

④災害中間支援組織（INDS）の活動発信、PR、力づけ 

・インターネット上を介し、「団体がある」「活動している」ということを証明することができる。 

・企業や行政等との連携、社会課題の認知向上 

・活動のアーカイブ化 

・団体の信頼度アップ 

・社会的信頼度向上 

⑤県域の 3 者連携の取り組みと併せ、市町村域の 3 者連携を推進させる。 

・発災後の緊急期が過ぎた後（外部支援終了後）も地域内でニーズに寄り添った支援対応ができるようになる。 

・市町村域の体制モデルが構築される。 

・全国域が県域を、県域の災害中間支援組織が市町村域をサポートすることで、市域、県域、全国域の役割分担が見え、他地域や全国へ波及することが可

能となる。 
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■特に社会課題解決に貢献したアウトカム 

▶県域における 3者（岩手県・岩手県社会福祉協議会・いわてNPO災害支援ネットワーク）連携の確立（１） 

・一般社団法人 SAVEIWATE、NPO 法人遠野まごころネット、NPO 法人いわて連携復興センターなどの東日本大震災の支援活動をしている団体は活動

地域にベースがあり多くのつながりや活動実績を持っている。活動の中で行政機関や社会福祉協議会と関わる機会も多いため、認知度は十分であった。こ

うした団体が連携して活動することにより、岩手県の各担当課や岩手県社会福祉協議会からの信頼獲得がスムーズであり、速やかな県域の連携体制構築に

大きく寄与した。 

 

▶市町村域における 3者（市町村行政・市町村社会福祉協議会・地域のNPO）連携の創出（２） 

・市町村域へ個別訪問や研修等にて、INDSの組織紹介のほか、三者連携の必要性や、岩手県内で市町村域の 3者連携が進んでいる地域の事例をヒアリン

グ・可視化した情報を元に事例紹介を行ったことにより、遠野市では今後の災害に備えて、市内 5者（行政、市社協、JC、NPO2団体）による包括連携協

定締結に至った。災害ボランティアセンター設置に係る市町村行政と社協の協定や、物資に係る企業と行政、災害ボランティアセンターの人員サポートと

して JC と市町村社協などの個々の協定がある中で、多セクターが一丸となり、発災時の迅速な情報共有とその後の円滑な支援に向けた動きは、全国的に

もモデルとなりうる取り組みである。 

 

■達成が困難であったアウトカム  

▶県域における 3者（岩手県・岩手県社会福祉協議会・いわてNPO災害支援ネットワーク）連携の確立（１） 

・当初、岩手県・岩手県社会福祉協議会・いわてNPO災害支援ネットワークの 3者による協働協定の締結と運用マニュアルの完成までを 3年間のアウト

プットとして計画していたが、行政や社協の体制変更やコロナ禍による県の業務優先順位の見直しやコミュニケーション不足によって、これまで議論の経

緯や支援の方向性、関係構築がリスタートとなってしまった。それにより、協定締結以前の NPO への理解、相互理解、3 者連携の必要性などのインプッ

トに想定よりも時間がかかってしまった。 

・3年間で 3者協働協定締結には至らなかったものの、平成 26年 3月に策定された「岩手県防災ボランティア活動推進指針」の改定（令和 3年 3月改定）

に協力でき、岩手中間支援組織（災害中間支援組織）の定義が追加され、その役割を INDSが担っていることが公的文章に示された。 

 

▶支援現場において専門的な知識をもつ人材の創出 

・個別訪問や各種研修の際に様々な組織と意見交換をする中で見えてきたのが、東日本大震災から 12 年目を迎える岩手においても、まだまだ復興過程で

あり、その後も度重なる災害を受け、次なる災害への備え、有事の際の対応へは各地域積極的に取り組んでいない現状が分かった。特に市町村域で活動す
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る NPOの中には、災害防災分野で活動する選択肢を持っていない NPOや、そもそも行政・社協・NPOに課題認識がないことも要因として挙げられる。 

平時から地域の災害対応の支援体制を構築する上でも、まずは NPO側が平時から団体で取り組んでいる社会課題解決と併せ、今後起こりうる災害への備

えに関心を持ち、活動の幅を広げ、多機関が連携して取り組めるよう働きかけが必要である。県域の災害中間支援組織としては、まずは NPOの発掘や普

及啓発を進めていきたい。 

 

7.その他深掘り検証項目（任意） 

特になし。 

 

8.結論 

8-1事業実施のプロセスおよび事業成果の達成度の自己評価 

 
多くの改善の余地があ

る 

想定した水準までに少

し改善点がある 

想定した水準にあるが

一部改善点がある 

想定した水準にある 想定した水準以上にあ

る 

（１）事業実施プロセス   ○   

（２）事業成果の達成度    ○  

 

8-2事業実施の妥当性 

（1）事業実施プロセス 

・県域、市域、リーダー層、ボランティア層などへ幅広い対象者へアプローチすることで県域の 3者連携構築や岩手の防災力向上を進めてきた。コロナ禍

による影響や各組織の体制変化に伴う関係再構築に時間を要したこともあり、決められた予算と人員で、当初想定よりもコストがかかったように思われる。

研修ターゲットを内部の認識合わせをする等、中間評価等で柔軟に事業計画や指標の見直しができたことは良かった。 

・岩手の現状とニーズに対し、我々が本事業で取組んだ活動に相違はなかったと思われる。 

・評価については、取組みをより良くしていく為に、PDCAサイクルを回すなど、当たり前の作業をしっかり意識して行うことではあるが、相応の知識と

スキル、時間が必要になる。当初からここへのコストを見込んだ事業設計にするべきであった。 
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（2）事業成果の達成度 

■■本助成を通じて組織として強化された事項■■ 

①県域の 3者（県・県社協・INDS）の関係性向上 

・休眠預金活用事業開始年度に、各組織の体制変化等によりまずは関係構築から始めることにした。定期的なコミュニケーションと、研修会を協働で実施

することで、“互いを知る” “協働の成功体験”等ができ、関係性を構築することができた。 

・併せて、定期的に情報交換する場（岩手わんこミーティング）を仕掛け・定着させることで、俗人的なつながりだけではなく、担当者レベルではあるが

組織・機関同士が繋がれるようになった。更には、これまでやり取りしていた地域福祉課だけでなく、他の課（復興防災部防災課、復興防災部復興くらし

再建課、若者女性協働推進室）も関われるプラットフォームを作ることができた。 

 

②INDSの県内外（社協・市町村・NPO）の認知度向上 

・我々が休眠預金活用事業で実施する研修会や、県や県社協主催の研修会等に積極的に参加・協働実施することで、INDSの取り組みを発信する機会が増

え、市町村社協や市町村行政、地域 NPOへ、INDSの認知度が上がった。 

・休眠預金活用事業 1年目は、INDSの自己紹介から始めることが多かったが、事業 3年目には“INDS”という名前が知れ渡り、情報交換もスムーズになっ

た。 

・実際の災害対応や交流会などで、県外団体との繋がりや認知度も向上した。 

③災害中間支援組織（INDS）の組織機能強化 

・3年間事業を通じて、県内外にネットワークが広がり、様々な全国の事例や専門的ノウハウ等を得ることができた。 

・事業遂行にあたり、INDS内部でコミュニケーションの機会が増え、今一度、会員団体間で INDSの方向性を議論したり、知識を共有する研修会を実施、

会員団体の平時災害時の活動の可視化、規約見直し等に取り組むことができた。 

・組織の体制づくりは単年度だけではできないことが多いが、休眠預金活用事業で複数年取り組むことができた。 

・休眠預金活用事業を申請にするにあたり、様々な書類の整備が求められたことにより、組織として見直し、考えるきっかけになった。また、休眠預金活

用事業の中での「評価」で、自分たちの活動を改めて評価することができ、それを自分たちの活動の外に見える形で行うからこそ、自分たちの活動を客観

的に捉える機会になった。 

・事業を遂行していくにあたり、資金分配団体が、伴走者として、月次で事業進捗の確認、より効果的な事業になるようアドバイス、様々な情報の共有を

いただくことができた。事業以外にも経理、評価など、事業を一緒に作っていくような存在として伴走してくださった。これは他の助成金にはないこと。 
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■■新たに認識した課題■■ 

・県域の 3者連携と併せ、市町村域の 3者連携の整備が必要。 

発災時の支援対応の中心を担う“市町村域”の多セクター連携を取ることで、より迅速・効果的に対応でき、被害の最小化やニーズの変化・多様性に柔軟な

対応をすることができる。しかし現状、協働パートナーの一つである NPO がいない地域、災害防災分野で活動する選択肢を持たない NPOや、そもそも

行政・社協・NPO に課題認識がないことも要因として挙げられる。活動主体があったとしても、市町村域の多機関連携の体制はまだまだ整っていない現

状がある。そこに対しての啓蒙活動や接点づくりは早急に対応が必要である。また、そこをサポートするコーディネーターがいないことも課題である。 

 

・全国域、県域、市町村域の災害中間支援組織の役割分担 

市町村域の連携体制が出来ることで、緊急期のフェーズが過ぎた後（外部支援終了後）も地域内で切れ目ない支援が可能となり、市町村域の体制モデルが

構築される。さらには、全国域が県域を、県域の災害中間支援組織が市町村域をサポートすることで、市域、県域、全国域の役割分担が見え、他地域や全

国へ波及することが可能となる。 

 

・東日本大震災を経験したうえでの防災の取り組みへ 

“復興”を引き続き県の最重要課題と位置づけ、復興の着実な推進に取り組むとともに、東日本大震災津波や台風災害等からの教訓・知見を危機管理事案へ

の対応に生かし、迅速な復旧・復興につなげていくため、令和 3年 4月より「復興防災部」を新設したが、災害ボランティア関係は地域福祉課、災害防災

NPOは環境生活部若者女性協働推進室、避難所支援計画は復興防災部復興くらし再建課、発災時の災害対策本部は復興防災部防災課等に分担している為、

有事の際は更なる連携が必要。 

 

・災害中間支援組織（INDS）の組織機能強化 

東日本大震災など災害を経験している岩手だからこそ、災害への危機感や理解がある程度あると想定していた。しかし東日本大震災から 12 年目に入る岩

手はまだまだ復興のフェーズであって、防災のフェーズへ本格的に舵を切れないという岩手の現状がわかった。 

だからこそ、より多くのセクターに災害防災への取り組みの必要性を強く働きかけ、巻き込むことで、今後起こりうる災害への関心（防災）を高め、各地

で災害防災への取り組みが広がるよう、そこを推し進める災害中間支援組織自体の機能強化を図ることが重要である。 

 

・実際の動きに応じた共通認識・共通理解・可視化 

迅速で円滑な災害対応に向け、災害対応の具体的なフローや共通知識・理解の可視化が必要である。 
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現状、「地域防災計画」や「岩手県防災ボランティア活動推進指針」などで、災害時の各機関・団体の役割は示されているが、例えば、情報共有会議はいつ

誰がどこでやるのかなど、実働フローが整理されておらず、解釈に差が生じる可能性がある。 

共通理解を図る場を引き続き設けながら、有事を想定した具体的な動きを整理・可視化し、繰り返し訓練と見直しをすることで、迅速で円滑な災害対応と

更なる共通理解と関係構築を図ることができる。 

 

■■関係者評価レポートより■■ 

⑴県域における 3者（岩手県・岩手県社会福祉協議会・いわてNPO災害支援ネットワーク）連携の確立 

・定期的に官民の情報交換の場（岩手わんこミーティング）が定着しているのは、全国的にも先進的な取組みである。継続することで関係性もさらに構築

できるのではないか。 

・休眠預金活用事業開始前に比べると、かなりの進展が見られたと思う。 

・三者による合同会議への参画や、担当者レベルでの情報共有について、積極的に取り組んでいた。 

・定期的な 3者（県・県社協・INDS）の場づくりで情報共有ができた。また、県域ネットワーク構築に向け幅広く貢献していた。 

 

⑵市町村域における 3者（市町村行政・市町村社会福祉協議会・地域のNPO）連携の創出 

・連携には日頃からの関係性が大切である。休眠預金活用事業を活用し、各種研修等に積極的に参加したことで顔の見える関係性作りに繋がっていること

は非常に大きい。 

・市町村社会福祉協議会が実施する「市町村域ネットワーク連絡会議」及び「災害ボランティアセンター設置運営研修訓練」において、INDSの組織紹介

のほか、三者連携の必要性や事例について紹介していただき、市町村域での展開に資する取組だったと思われる。 

・経験を活かし、市町村職員及び市町村社会福祉協議会職員にアドバイスをしたりする等、市町村域ネットワークの連携促進に大きく貢献していた。 

 

⑶支援現場において専門的な知識をもつ人材の創・基盤づくり 

・岩手の災害ネットワークは、県内外共にとても進んだと思う。創出した人材へのスキルアップ研修を継続的に取り組んでほしい。 

・実際の災害現場では、被災された住民の復旧・復興に必要なノウハウを提供していたことにより、速やかな復旧に繋がった。 

・防災ボランティアのコーディネート力も向上したと思う。 

 

⑷自然災害時のボランティアフェーズにおける実際に活動する層の創出 
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・ネットワーク内の関係性を強化することで、さらに災害時に機能するネットワークになる。 

・災害時、特に初期段階で必要な物資の調達（調整）や、ICTを活用した運営体制について助言をいただく等、社協では対応が難しい部分をサポートして

いただいた。 

・行政、社会福祉協議会、NPO・ボランティア等の三者間での連携等に向け、全国域や県域における先進的な事例を取り上げた研修会を多く開催いただい

た。 

 

●最後に、今後の INDSに期待する役割がありましたらご記入ください。 

・INDSが継続、発展されること。岩手県の災害支援の対応及び市民活動、企業への認知が進みより強固なネットワークが県内で結ばれることを望みたい。

岩手の取り組みは広域的な取り組みの事例になる。 

・引き続き、防災に関する専門的な知識・技術を持つ方々とのつながりを生かして、災害対応にあたってほしい。 

・市町村域の行政・社協等との三者連携を促進する役割を期待したい。 

 

■■今後の対応■■ 

・県域の 3者連携の機能強化を高めながら、市町村域の 3者連携創出をサポートしていく。活動財源は、防災活動に関する財源を探しつつ、休眠預金活用

事業で培ったコアメンバーの専門的知見を活かした各種研修や講師業、企業などからの寄付も想定している。 

・そのためには、INDSが得意としていること、実施可能な研修のメニュー化を進めていきたい。 

 

■■あればよいと思う支援や改善を求めたいこと■■ 

・資金分配団体と実行団体とで、事業開始当初に役割分担を明確にすればよかった。 

・コロナ禍の影響もあったと思うが、休眠預金活用事業採択団体間や全国の災害中間支援組織間の交流会を企画してほしい。往々にして、災害現場が支援

者間の交流の場にもなりうるが、災害が起こっていない時にこそ是非企画していただきたい。 

・休眠預金活用事業の走り出しだったので仕方がない部分もあると思うが、休眠預金活用事業ならではの事務作業や報告などが、事業開始当初にわかりや

すくいつ、どれくらいのボリュームで必要になるのかがわかればよかった。それが当初にわかっていれば、その分を見越して事業設計できたと思われる。 

 

9.提言 
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・3 年間事業で培った人脈や専門的ノウハウを、事業終了後も地域の資源として活用できる方法を模索されたい。INDS では、本事業で培った知見を岩手

の資源として、今度は学ぶ側から教える側になることで、活動財源を確保しながら、3者連携推進を引き続き進めていくこととしている。 

・より効果的な取り組みとなるよう社会的インパクト評価が必要となるが、評価するには相応の知識とスキル、時間が必要になる。また休眠預金活用事業

においては、各種書類の整備も必要になることから、事業設計時から、直接的な活動以外の工数も見込み設計するのが良いと思われる。 

・特に休眠預金活用事業の災害支援事業枠は、災害発生時は緊急対応が生じる可能性が高い団体が申請することが多いため、申請する平時の活動のバラン

スと、緊急対応時の対応についても同時に事業開始前から検討しておいた方が良いと思われる。 

 

10.知見・教訓 

・被災者の多様性に配慮された安心・安全な避難生活が確保され、より早い生活再建の実現と、災害関連死を防ぐためにも、行政・社会福祉協議会・ＮＰ

Ｏ等の連携が進み、被災者支援コーディネーションの機能が定義され、体制が各地で整えられることが必要である。また、県域や市町村域の連携体制の構

築を進めていくための、コーディネーターとなる人材を平時から配置することも重要である。 

・このコーディネーターは、職種や業種、活動エリアを問わず、さまざまな人と繋がりを持ち、調整ノウハウをもった人材であることが望ましく、そうい

ったコーディネーターの育成も必要である。 

 

11.資料（別添） 

・写真 

・岩手県内市町村社会福祉協議会災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 

・岩手県防災ボランティア活動推進指針 
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本指針における用語の定義 

① 防災ボランティア 

災害に係る「予防（訓練・啓発）」から、「応急・避難生活支援」、そして「復

旧・復興・生活再建」を支援するボランティア。 

なお、災害時は被災地や被災者に負担が掛からぬよう、食料・装備品の準備や

交通手段・宿泊場所の確保等を自ら行った上で活動すること（自己完結）が原則

とされている。 

※ 東日本大震災津波に係る「防災ボランティア」に該当する表記は、実際に使用されていた

「災害ボランティア」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 専門ボランティア 

防災ボランティアのうち、専門的な技能や資格をもって活動を行うボランティ

ア（個人及び団体） 

 ※ 想定される専門ボランティア：救助・救援、医療・助産、保健、福祉・介

護、通訳（外国語、手話）、輸送、通信（アマチュア無線等）、建物判定、障

害物除去、家畜防疫・ペット保護、栄養食生活指導、食品衛生指導 

 

③ 災害ボランティアセンター 

災害時に防災ボランティアの受入れや被災者のニーズ把握などを行う拠点。 

岩手県地域防災計画においては、「防災ボランティアの受付・登録、情報提供

及び連絡調整」等を市町村社会福祉協議会及び日本赤十字社岩手県支部地区及び

分区が行い、「防災ボランティア活動に係る県、市町村社協、関係団体との連絡

調整」等を岩手県社会福祉協議会が行うこととしている。 

 

④ ＮＰＯ等 

ＮＰＯ、ＮＧＯ、一般法人及び公益法人等 

※ 国においては、防災基本計画等において「防災ボランティア」という言葉を用いているが、

直接的な定義はされていない。なお、「防災」という用語については、次のとおり説明してい

る。 

防災とは 

「防災」とは、「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び

災害の復旧を図ること」をいいます。<災害対策基本法>  

 つまり、「予防（訓練・啓発）」から、 「応急・避難生活支援」、そして 「復旧・復興・生

活再建」など、事前から事後にいたる「災害の全ての局面」に掛かる用語です。 

 救援活動にかぎらず、復旧・復興の取組、また、平時の予防や訓練、防災意識の啓発など、防

災ボランティアには、さまざまな参加のしかたがあります。 

（内閣府ＨＰ 防災ボランティア活動の基礎情報より） 
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⑤ 中間支援組織 

「被災者支援に関わる様々な主体による活動の支援や組織間の調整をおこなう

役割を担う組織」のこと。各団体の活動状況・支援ニーズ・課題等の情報共有を

行い、支援の抜け・漏れ・落ち・ムラをなくし、総体としての支援活動を最大化

することを目的としている。 

東日本大震災津波以降、被災者支援に携わる主体が多様化したことに伴い、重

要性が指摘されている。 

本指針においては、岩手県内で発生した災害に対応する中間支援組織のことを

「岩手中間支援組織」とし、いわて NPO 災害支援ネットワーク（INDS）がこ

の役割を担っている。 

県内には、その他にも「市町村域の中間支援組織」が発足しており、岩手中間

支援組織との間で協働し、支援のコーディネート活動にあたることが求められる。 

 

⑥ いわて NPO 災害支援ネットワーク（INDS） 

平成 28 年台風第 10 号災害の被災者支援を契機に、県内 NPO 等が「災害ボ

ランティアセンターとの連携」、「それぞれの主体の活動がより推進されるための

ネットワーク（情報共有の場）づくり」、「県内外の支援活動を行う団体への情報

発信等のサポート」を目的に結成された。 

 

⑦ （特非）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（以下「JVOAD」） 

東日本大震災津波の際に明らかになった、ボランティアや支援団体と政府・行

政（省庁、都道府県、市町村）と企業などとのコーディネーションの課題に基づ

き、災害時の被災者支援活動が効果的に行われるよう、地域、分野、セクターを

超えた関係者同士の「連携の促進」及び「支援環境の整備」を図ることを目的と

して設立された。 

 

⑧ 市町村域ネットワーク 

災害の発生に備え、平時の取組として「想定災害」「自治体の規模」「地域特 

性」等に併せてあらかじめ、各地で検討しておくことが内閣府発行「防災にお 

ける行政の NPO・ボランティア等との連携・協働ガイドブック」にて求められ 

ている。 

本指針では市町村域の社会福祉協議会、NPO、ボランティア、自治会、 

消防団等のコミュニケーションが図られており、上記ガイドブックで求められ 

ている取組がなされる等、災害時に関係団体等が連携しあえる体制等を「市町村

域ネットワーク」と呼称する。
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第１ 指針策定の背景と目的                          

○ 本県に未曾有の人的・物的被害をもたらした東日本大震災津波においては、

被災地の行政機能さえも麻痺するような状況の中で、発災直後から日本赤十字

社や多くのＮＰＯ等によるボランティア派遣の動きがあり、また、社会福祉協

議会が設置した災害ボランティアセンターを通じて活動したボランティアも多

数（令和２年２月末時点で延べ56万８千人以上）に上った。 

○ これらボランティアの活動は、被災地のマンパワー不足を補うのみに留まら

ず、柔軟かつきめ細やかな支援活動により多くの被災者を支え、その生活再建

に向けての意欲を促し、改めてその重要性を示した。 

○ 一方、市町村社会福祉協議会自体が被災したことなどにより、発災後しばら

くの間、災害ボランティアを受け入れることができない市町村があったほか、

経験不足等に起因するＮＰＯ等の受入れをめぐる混乱や、行政、社会福祉協議

会、ＮＰＯ等との連携が十分に行われないなどの課題も指摘された。 

○ こうした災害ボランティア活動の課題から分かるように、防災ボランティア

活動の一層の推進に向けては、平時から、県域及び各市町村域での関係機関・

団体等のネットワークを構築し、災害に備えた体制を確保することが必要であ

り、併せて、地域のボランティアを受け入れる力、いわゆる「受援力」を高め

ることが重要である。 

○ 平成25年７月から９月にかけての大雨洪水災害においても、東日本大震災津

波で得られた経験が生かされたが、一方で、依然として大震災と同様の課題が

指摘されており、平時からの取組を充実させていくことの重要性が再認識され

た。 

○ こうしたことから、岩手県では「災害ボランティアのネットワーク化にあた

ってのガイドライン」策定以降の災害の経験やボランティア活動の成果・課題

を踏まえ、今後の災害に備えた取組の方向性を示し、関係機関・団体が認識を

共有して、官民協働で一層活発かつ効率的な防災ボランティア活動が展開され

るよう、平成26年３月に岩手県地域福祉支援計画に基づき本指針を策定した。 
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〇 本指針策定後に発生した、平成28年台風第10号災害に際しては、県内ＮＰ

Ｏ等による市町村社協が設置する災害ボランティアセンターへの運営支援が実

施される等、活発かつ効率的なボランティア活動が展開された。 

また、同災害を契機に、県内ＮＰＯ等が「いわてNPO災害支援ネットワーク

（ＩＮＤＳ）」を立上げ、JVOAD等と連携し、行政、社会福祉協議会と協働で

被災者支援を実施する等、本県における岩手中間支援組織としての役割を果たし

た。 

 〇 平成28年熊本地震をはじめとして県外各地で発生した災害においても、

JVOADや岩手中間支援組織が中心となり、定期的に被災者支援関係者（行政、

社会福祉協議会、NPO・ボランティア等）による情報共有会議を開催するなど

の取組を行い、円滑な情報共有や活動調整に大きな役割を果たしている。 

〇 これらの状況を踏まえ内閣府では「防災における行政のＮＰＯ・ボランティ

ア等との連携協働ガイドブック～三者連携を目指して～（平成30年4月、内閣

府防災担当）」を発行し、各都道府県における取組の促進を図っている。 

〇 その後、令和元年度に発生した台風第19号災害においても、県内NPO等によ

る災害ボランティアセンターへの支援が引き続き行われ、支援にあたっては、

岩手中間支援組織を中心として、関係者間の情報共有会議が行われるなど、こ

れまでの災害の経験を活かした、支援活動の円滑化・効率化に向けた取組の成

果が見られている。 

〇 これらの経験や、全国的な防災ボランティアを取り巻く環境を踏まえ、「第3

期岩手県地域福祉支援計画」及び「岩手県地域防災計画」に基づき本指針を改

定し、本県の更なる防災ボランティア活動の推進に取組もうとするものである。 

 

※ 災害の種類（地震、津波、風水害、火山噴火等）、災害の規模及び災害発生時期等によって

は、本指針にこだわることなく、状況を見極め柔軟な対応が必要となる場合もあること。 
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第２ 岩手県の災害時におけるボランティア活動の状況と課題           

１ 東日本大震災津波におけるボランティア活動の状況  

○ 東日本大震災津波においては、発災直後から、地元住民や事業者による相

互扶助的な支援活動が行われたほか、日本赤十字社及び被災地に独自に拠点

を設け自らボランティアの受入れ調整等を行うＮＰＯ等によって、救護所設

営補助、負傷者の搬送、医師・医療資機材の輸送補助、炊き出し、がれきの

撤去・清掃等の活動が行われた。 

○ 県・市町村社会福祉協議会では、災害ボランティア活動支援プロジェクト

会議や全国社会福祉協議会等の全国の組織・団体から物的・人的支援を受け

ながら、災害ボランティアセンターを設置し、一般の個人・団体ボランティ

アの受入れ調整や被災地へ災害ボランティアを派遣するボランティアバスの

運行を行った。 

○ なお、被災地の市町村社会福祉協議会自体も被災し、発災直後は組織とし

ての機能を十分果たせない状況にあったこと、さらに交通網の遮断やガソリ

ン不足などもあり、当初は地元住民など県内のボランティアのみに限定して

受け入れるケースが多く、県外からの個人ボランティアの受入れについては、

市町村によっては４月に入ってから本格的に可能となるところもあった。５

月の連休頃には、ボランティアの受入れ体制づくりと並行して、コーディネ

ートも円滑に行われるようになり、ボランティア活動が活発化した。 

○ ボランティアの活動内容は多岐にわたり、避難所の運営支援、救援物資の

輸送・仕分け、炊き出し、被災家屋や敷地の清掃・整理、写真の復元作業、

引越し支援、サロン活動、さらには手仕事（手芸品や木工品等の製作）支援

などが行われてきた。県内で活動したボランティアの人数は災害ボランティ

アセンターを通じたものだけで延べ56万８千人以上（令和２年２月末時点）

に上った。 

２ 東日本大震災津波におけるボランティア活動に係る課題  

 災害ボランティアの活躍の一方で、その受入れや効果的な活動の面に関して、
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次のような課題が指摘されている。 

(1) 災害ボランティアセンターの設置・運営に関する課題 

沿岸部においては、社会福祉協議会の事務所が流出し、書類や機材を失うな

どの被害を受けたほか、役職員が犠牲となるなどにより、災害ボランティアセ

ンターの迅速な設置と円滑な運営ができない市町村があった。しかし、社会福

祉協議会では、社協自体が大きな被害を受けた場合を想定したマニュアルが整

備されておらず、他の社協からの支援の仕組みや職員の役割について、職員間

に十分浸透していなかった。 

また、過去に災害ボランティアセンターの設置・運営の経験がない社会福祉

協議会においては、ノウハウ不足やスタッフ不足が課題となった。 

(2) 行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の連携・協力による効果的な支援活動に

関する課題 

 ＮＰＯ等や専門ボランティアの受入れ体制が構築されておらず、現地の受入

れ窓口となる機関も明確にされていなかったことから、災害ボランティアセン

ター及び行政において混乱が生じ、マッチングに時間を要した例が見られた。 

 加えて、行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の間での連携が不十分であり、支

援内容や地域が重複した一方、支援が行き届かない地域が生じるなど、効果的

な支援ができていない面があった。 

(3) 災害ボランティア活動拠点に関する課題 

今般の大震災では、被害が甚大かつ広範囲にわたり、被災地での災害ボラン

ティアセンターの設置場所及び宿泊場所等の活動拠点の確保が困難で、災害ボ

ランティア受入れの障害となった。 

(4) 被災者ニーズの把握に関する課題 

災害ボランティアセンターを設置したものの、初期段階では、どこでどのよ

うな支援を必要としているのか把握が難しく、ボランティアの派遣ができない

状況があった。 
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３ 平成25年７月から９月にかけての大雨洪水災害におけるボランティア活動の状況・課題  

○ 被害を受けた内陸市町村では、大雨洪水災害による災害ボランティアセンタ

ーを初めて設置したところが多く、初期段階においてはノウハウ不足により円

滑な運営ができなかった点や、行政と社会福祉協議会との連携不足、両者のあ

いまいな役割分担により、ボランティアセンターでの混乱が一部発生した点な

ど、東日本大震災津波での課題と共通する点が見られた。 

４ 平成28年台風第10号災害におけるボランティア活動の状況・課題  

〇 平成28年台風第10号災害では東日本大震災津波の経験を活かし、被災市

町村社協では、被災地外の市町村社協の応援を得ながらボランティアセンタ

ーの運営がなされた。 

〇 また、県内のＮＰＯ等も初期段階からボランティアセンターの運営支援に

携わり、それを契機として岩泉町では官民協働による被災者支援の実施につ

ながった。 

〇 上記のように、これまでの取組が一定の成果を見せた一方で、災害時にお

ける行政、社協、ＮＰＯ等の連携体制が明確に定められておらず、スムーズ

な情報連携にあたっては、その枠組みの明確化などの一定の課題が見られた。 

５ 令和元年台風第19号災害におけるボランティア活動の状況・課題 

〇 上記の災害を契機に発足した岩手中間支援組織を中心とした、県内のＮＰ

Ｏ等によるボランティアセンターの運営支援が活発に行われた。 

〇 また、情報共有の面においても、県及び県社協、岩手中間支援組織の関係

者が集まり、各機関の災害対応の状況を情報共有し、ニーズ把握を行うこと

で、被災地への効率的な支援に寄与した。 

  〇 これらの災害を経て、中間支援組織を中心としたNPOとの連携や、関係者

間における円滑な情報共有体制構築の推進の重要性が改めて認識されており、

これらの一層の推進が今後も求められる。 
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第３ 防災ボランティア活動推進のための基本的視点               

上記の諸課題を踏まえて、本県では今後の防災ボランティア活動について、以

下の３つの視点に立ち推進していく。 

１ 平時における関係機関・団体のネットワークの構築  

○ 災害時においては、防災ボランティア関係機関・団体が速やかに連携・協

力して活動することが重要であるため、平時から顔の見える関係を構築して

いく。 

２ 災害時における連携・協働体制の構築  

○ 災害時における様々な主体による支援活動を効率的、円滑に進めるために、

岩手中間支援組織と連携した情報共有、活動調整のための体制を整備する。 

３ 地域の「受援力」を高める取組の推進  

○ 大規模災害時には、県内外から、被災地で防災ボランティア活動を行おうと

する個人や団体が多数駆けつけることが想定されるため、被害規模や被災者ニ

ーズをできる限り速やかに把握し、その状況に応じて必要な数のボランティア

を受け入れるとともに、より効果的な支援活動が行われるよう、平時から防災

ボランティアの受入れ体制を構築するなど、地域の「受援力」を高める取組を

推進していく。 
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第４ 防災ボランティア活動推進のための取組方向                

防災ボランティア活動推進のため、第３に掲げた視点に基づき、関係機関・団

体との連携・協力の下、以下の取組を進めていく。 

１ 災害ボランティアセンターの迅速な設置及び円滑な運営に向けた取組 

(1) 平時からの取組 

○ 市町村社会福祉協議会は、防災ボランティアを迅速かつ円滑に受け入れる

ため、災害ボランティアセンターの設置・運営マニュアルを整備し、関係機

関・団体の参画を得て、設置・運営訓練を実施する。 

○ 市町村においては、災害ボランティアセンターの迅速な設置と円滑な運営

に関して、市町村社会福祉協議会との役割分担等を明確にする。 

○ 県社会福祉協議会は、県災害ボランティアセンターの迅速な設置及び円滑

な運営に向けた体制整備を行うとともに、市町村災害ボランティアセンター

の迅速な設置と円滑な運営に向けた支援策を策定する。（支援策には、災害

時に被災地外の社協による災害ボランティアセンターへの支援が円滑に行わ

れるようにするための連携体制の構築を含む。） 

(2) 災害時の取組 

○ 平時からの検討に基づき、社会福祉協議会は災害ボランティアセンターの

迅速な設置と円滑な運営を行い、県・市町村はその支援を行う。 

○ 日赤やＮＰＯ等は、自らの支援活動の展開においては、社会福祉協議会が

設置・運営する災害ボランティアセンターとの連携に努める。 

○ 被災地の復旧・復興及び被災者支援の充実のため、各関係機関・団体は、

被災地の状況や必要とされる支援活動等について、的確に情報発信し、県・

市町村社会福祉協議会は可能な限り早期に必要な数のボランティアを受け入

れるよう努める。ただし、以下のような場合には、一般のボランティアの受

入れを制限する必要があり得るので、県・市町村社会福祉協議会は状況に応

じて総合的に判断すべきである。 

  ・ 一般のボランティアが立ち入るには極めて危険な地域が多い場合や、
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大規模な余震が続く場合など、安全の確保が難しい場合 

  ・ 交通網の遮断やガソリン不足が深刻な場合  

  ・ 感染症の拡大が懸念される場合 など 

２ 行政、社会福祉協議会、日赤、ＮＰＯ等の連携・協力による効果的な支援活動に向けた取組  

「岩手県防災ボランティア支援ネットワーク」を構築し、災害時の効果的な支

援活動を図る。平時及び災害時の取組については、以下のとおり。 

⇒詳細：第５ 「岩手県防災ボランティア支援ネットワーク」について（13

ページ） 

 (1) 平時からの取組 

○ 平時から関係機関・団体の連携を図り、災害時の効果的な支援活動につな

げる。 

○ 市町村は、災害ボランティアセンターを設置する市町村社会福祉協議会と

役割分担等について十分協議し、ＮＰＯ等や専門ボランティアの受入れ体制

を整備する。 

○ 市町村は、岩手中間支援組織や市町村域の中間支援組織を通して、地域に

どのようなNPO等のボランティア団体があり、どのような活動を行ってい

るかを把握する。 

 (2) 災害時の取組 

○ 県内で大規模災害が発生した場合、「災害時情報共有会議」を設置し、情

報共有を図る。 

○ このほか、県・市町村は、必要に応じて災害対策本部員会議へ社会福祉協

議会や日赤・ＮＰＯ等に出席を依頼し、情報共有を図る。 

○ 市町村は、平時に整備した体制により、ＮＰＯ等や専門ボランティアを受

け入れる。 

○ 市町村災害ボランティアセンターは、公的に派遣される医療・保健・福祉

等の専門職による支援活動が円滑に行われるよう、求めに応じて協力・連携

する。 
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３ 防災ボランティア活動拠点の確保・設置に向けた取組 

(1) 平時からの取組 

○ 県は、岩手県広域防災拠点配置計画に基づき、防災ボランティア活動の拠

点を確保する。 

○ 市町村は、市町村施設の提供準備や、拠点となりうる民間施設等との協定

締結などにより、活動拠点を確保する。 

(2) 災害時の取組 

○ 県は、岩手県広域防災拠点配置計画に基づき、防災ボランティアの一時受

入れや情報提供機能を備えた広域支援拠点を設置する。 

○ 市町村は、市町村施設や協定締結済みの民間施設等を活用して活動拠点を

設置する。 

４ 要配慮者世帯の状況及び被災者ニーズの把握に向けた取組  

(1) 平時からの取組 

○ 市町村は、一人暮らしの高齢者世帯や障がい者世帯などの要配慮者世帯を

把握する。 

○ 市町村及び市町村社会福祉協議会は、民生委員、町内会・自治会、消防団、

自主防災組織等の連携を促進するとともに、防災訓練等への住民の参画を働

きかけ、住民との連携を強化する取組を進める。 

(2) 災害時の取組 

○ 市町村及び市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターの設置を

周知する。 

○ 市町村社会福祉協議会は、行政、民生委員、町内会・自治会、消防団、自

主防災組織等との連携関係を通じて情報収集を図り、被災者ニーズの把握に

努める。 
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第５ 「岩手県防災ボランティア支援ネットワーク」について            

 １ 目的  

  ○ 平時から関係機関・団体の連携を図り、災害時の効果的な支援活動につな

げるため、「岩手県防災ボランティア支援ネットワーク」を構築する。 

○ 本ネットワークは「平時の連絡会議」「市町村域ネットワーク」「災害時（被

災地、広域）の情報共有会議」で構成する。 

 ２ 連絡会議（平時）の設置  

  (1) 目的 

    平時における防災ボランティアの受入れに関する役割分担や、連携・協働 

のあり方を確認・協議するため、県域レベルの連絡会議を設置する。 

  (2) 構成機関 

・ 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

・ 県内市町村社会福祉協議会の代表 

・ 日本赤十字社岩手県支部 

・ 岩手中間支援組織 

・ 公立大学法人岩手県立大学 

    ・ 県内市町村の代表 

    ・ 岩手県 

  (3) 主な取組 

    ・ 構成団体の活動事例共有 

    ・ 災害対応研修の実施 

    ・ 共同での訓練実施・参加（災害ボランティアセンターの設置・運営訓

練の実施、防災訓練への参加 等） 

    ・ 本指針に基づく取組進捗確認 

    ・ 本指針の随時改正   

    ・ 災害時情報提供会議の構成機関との関係構築 

    ・ 市町村域ネットワークの構築促進   等 
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 ３ 市町村域ネットワークの構築 

  (1) 目的 

災害時に、災害ボランティアセンターを迅速に設置し、円滑に運営するとと

もに、効果的な支援活動を展開するため、市町村社会福祉協議会を中心として、

各市町村域に設置する。 

  (２) 構成機関  

・ 市町村 

・ 市町村社会福祉協議会 

・ NPO、ボランティア団体等（市町村域の中間支援組織含む） 

・ 民生委員、町内会、自治会、消防団、自主防災組織 等 

  (３) 主な取組  

   ・ 災害時に各市町村域で活動する支援団体の平時からの相互把握 

   ・ 構成団体の活動事例共有 

   ・ 災害福祉マップ（要配慮者の住所や支援者の所在等を描き込んだマップ）

の作成、共有 

   ・ 防災マップ（ハザードマップ）の作成、共有 

   ・ 災害対応研修の実施 

   ・ 共同での訓練実施・参加（災害ボランティアセンターの設置・運営訓練

の実施、防災訓練、災害時情報共有会議の設置訓練への参加等）  等 

 ４ 災害時情報共有会議（広域） 

(1) 目的 

災害時情報共有会議（被災地）で提起された被災者支援に係る課題等の検討

等を行う。 

(2) 構成機関 

・ 岩手県（保健福祉部地域福祉課） 

・ 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

・ 岩手中間支援組織 
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・ その他の機関についても、必要に応じて参加を依頼する。 

 (3) 設置基準 

構成機関が開催の必要があると認めた場合。 

(4) 設置場所 

県庁又は地域防災計画に基づく広域支援拠点（岩手大学、岩手県立大学） 

(5) 内容 

・ 被災者支援に係る個別の課題の検討 

・ その他、被災地における支援活動の課題に関すること 

(6) その他 

・ 災害発生時、各団体の担当者は早急に連絡を取り合い、初回の会議の開

催について調整する。 

５ 災害時情報共有会議（被災地）  

(1) 目的 

被災者支援を行う様々な主体（行政、社会福祉協議会、NPO・ボランティ

ア等）が一堂に会し、活動内容の共有を行うことで、被災地における円滑な被

災者支援の実現を図る。 

(２) 構成機関 

・ 被災市町村 

・ 被災市町村社会福祉協議会 

・ NPO、ボランティア団体等（市町村域の中間支援組織含む） 

・ 民生委員、町内会、自治会、消防団、自主防災組織 等 

(３) 設置基準 

  構成機関が開催の必要があると認めた場合。 

(４) 設置場所 

被災地付近（地域防災計画に基づく後方支援拠点 ほか） 

(５) 内容 
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・ 岩手中間支援組織（または市町村域の中間支援組織）による被災者のニ

ーズと支援団体のマッチング、コーディネート 

・ 行政（県、市町村）との情報共有（被害状況、支援制度等の適用状況） 

・ 災害ボランティアセンターとの情報共有（ボランティア募集状況、被災

者のニーズ等） 

・ 各支援団体との情報共有（被災者のニーズ、自団体の活動状況） 

(６) その他 

・ 災害時の円滑な被災者支援にあたっては、市町村域の構成団体を主体と

した情報共有体制の構築、その事前の役割分担が重要である。 

・ 本会議においては、県や県社会福祉協議会などの広域会議構成団体も必

要に応じ、会議に参加するなど積極的な運営支援を行う。 

・ 被災者支援に携わる団体、個人がオープンに参加可能な会議として開催

する。 

・ 会議の運営にあたっては、JVOAD等の運営ノウハウを持った団体の支

援を受けることについても検討する。 

・ 県、市町村は協議の上、開催場所の提供等を行う。 

・ また会議の構成機関は、平時においても、岩手中間支援組織の支援を得

ながら、お互いの関係構築に努める。 

 



岩手県防災ボランティア活動推進指針の概要 別添

○ 東日本大震災津波における、ボランティアの活動は、被災地のマンパワー不足を補い、柔軟かつきめ細やかな支援活動により多くの被災者を支え、

その重要性を示した。

○ 一方、市町村社協の被災などにより、発災後しばらくの間、ボランティアを受け入れることができない市町村があったほか、経験不足等に起因するNPO

等の受入れをめぐる混乱や、行政、社会福祉協議会、NPO等との連携が十分に行われないなどの課題も指摘されたところ。

○ 防災ボランティア活動の一層の推進に向けては、平時から県域及び各市町村域での関係機関・団体等のネットワークを構築し、災害に備えた体制

を確保することが必要であり、併せて、地域の「受援力（ボランティアを受け入れる力）」を高めることが重要である。

○ こうしたことから、県では、今後の災害に備えた取組の方向性を示し、関係機関・団体が認識を共有して、官民協働で一層活発かつ円滑な防災

ボランティア活動が展開されるよう、岩手県地域福祉支援計画に基づき、平成26年３月に本指針を策定した。

〇 本指針策定後に発生した、平成28年台風第10号災害、令和元年台風第19号災害に際しては、市町村社協が設置する災害ボランティアセンターへの

運営支援が県内NPO等により実施される等、活発かつ効率的なボランティア活動が展開され、支援にあたっては、岩手中間支援組織を中心として、関

係者間の情報共有会議が行われるなど、これまでの災害の経験を活かした、支援活動の円滑化・効率化に向けた取組の成果が見られている。

第２ 岩手県の災害時におけるボランティア活動の状況と課題

第１ 指針策定の背景と目的 第３ 防災ボランティア活動推進のための基本的視点

第４ 防災ボランティア活動推進のための取組方向

第５ 岩手県防災ボランティア支援ネットワークについて

(1) 災害ボランティアセンターの設

置・運営に関する課題

２ 災害時における連携・協働

体制の構築

災害時における様々な主体による支援

活動を効率的、円滑に進めるため、岩手

県中間支援組織と連携した情報共有、活

動調整のための体制を整備する。

１ 平時における関係機関・団体の

ネットワークの構築

災害時は、防災ボランティア関係機

関・団体が速やかに連携・協力して活動

することが重要であるため、平常時から

顔の見える関係を構築していく。

(2) 行政、社協、ＮＰＯ等の連携・協

力による支援活動に関する課題

(4) 被災者ニーズの把握に関する課題

(3) 活動拠点に関する課題

○ 社協自体が大きな被害を受けた場合に対

応したマニュアルが整備されていなかった。

○ 過去に災害ボランティアセンターの設

置・運営の経験がない社協においては、ノウ

ハウ不足やスタッフ不足が課題となった。

○ NPO等や専門ボランティアについては、被

災地での受入れ窓口となる機関が明確にされ

ていなかったことから混乱が生じた。

○ 行政、社会福祉協議会、NPO等との間での

連携が不十分であり、効果的な支援ができて

いない面があった。

○ 被害が甚大かつ広範囲にわたり、被災地

での災害ボランティアセンターの設置場所及

び宿泊場所等の活動拠点の確保が困難で、災

害ボランティア受入れの障害となった。

○ 災害VCを設置したものの、初期段階では、

どこでどのような支援を必要としているのか

把握が難しく、ボランティアの派遣ができな

い状況があった。

１、２ 東日本大震災津波におけるボラ

ンティア活動の状況、課題

３ 平成25年大雨洪水災害におけるボ

ランティア活動の状況・課題

４ 平成28年台風第10号災害における

ボランティア活動の状況・課題

〇 初期段階においてはノウハウ不足によ

り災害VCの円滑な運営ができなかった点や、

行政と社協との連携不足、両者のあいまい

な役割分担によりVCでの混乱が一部発生し

た点など、東日本大震災津波での課題と共

通する点が見られた。

〇 東日本大震災津波の経験を活かし、被

災地以外の市町村社協、県内NPO等の応援を

得ながらボランティアセンターの運営が行

われた。

○ 本災害を契機に、県内NPO等が、「いわ

てNPO災害支援ネットワーク」を立上げ、岩手

中間支援組織としての役割を担った。

〇 災害時における、行政、社協、NPOの連携

体制が明確に定められていなかった。

５ 令和元年台風第19号災害における

ボランティア活動の状況・課題

〇 台風第10号災害を契機に発足した岩手

中間支援組織を中心とした、NPOによる支援が

活発に行われた。

〇 県及び県社協、岩手中間支援組織の関

係者が情報共有会議を行い、ニーズ把握等に

より、効率的な支援に寄与した。

〇 中間支援組織を中心としたNPOとの連携

や関係者間の情報共有体制構築の推進の重

要性が改めて認識された。

３ 地域の「受援力」を高める取組推進

被害規模やニーズを速やかに把握し、

必要な数のボランティアを受け入れると

ともに、より効果的な支援活動が行われ

るよう、平常時から防災ボランティアの

受入れ体制を構築するなど、地域の「受

援力」を高める取組を推進していく。

【用語の定義】中間支援組織

被災者支援に関わる様々な主体による活動の支援や組織間の調整を行う役割を担う組織。東日

本大震災津波以降、被災者支援に携わる主体が多様化したことに伴い、重要性が指摘されている。

本指針において、岩手県内で発生した災害に対応する中間支援組織のことを岩手中間支援組織

としており、いわてNPO災害支援ネットワークがこの役割を担っている。

県 域

市町村域

連 絡 会 議

市町村域ネットワーク

発災

発災

情報共有会議（被災地）

情報共有会議（広域）

災害時情報共有会議（被災地）で提起された被災者支援に

係る課題等の検討、連絡会議構成員の被災地会議への参加

等を通じて、被災地会議の運営支援を行う。

平常時

・平時における防災ボランティアの受入れに関する役割分

担及び連携・協働のあり方を協議する。

・研修・訓練等の開催を通じて、市町村域のネットワーク

構築を支援する。

災害時に、災害ボランティアセンターを迅速に設置し、円

滑に運営するととともに、効果的な支援活動を展開するた

め、市町村社会福祉協議会を中心として、各市町村域に設

置する。

被災者支援を行う様々な主体が一堂に会し、活動内容の共

有を行うことで、被災地における円滑な被災者支援の実現

を図る（会議体は、支援者及び支援団体がオープンに参加

可能な形で開催する）。

岩手県

岩手中間支援組織

岩手県社会福祉協議会

岩手県立大学

日赤岩手県支部

市町村の代表

市町村社協の代表

岩手県

岩手県社会福祉協議会

岩手中間支援組織

岩手県立大学

日赤岩手県支部

市町村

市町村社会福祉協議会

ＮＰＯ・ボランティア団体等

（市町村域の中間支援組織含む）

・民生委員

・町内会・自治会

・消防団

・自主防災組織 等

被災市町村

被災市町村社協

（災害ボランティアセンター）

平常時

岩手県防災ボランティア支援ネットワーク

災害時

災害時

市町村域ＮＷの

構築支援

運営支援

課題提起

外部からの支援

・民生委員

・町内会・自治会

・消防団

・自主防災組織 等

ＮＰＯ・ボランティア団体等

（市町村域の中間支援組織含む）

被災者と支援団体の

マッチング、コーディ

ネート活動

三者連携 三者連携

三者連携三者連携


